
小学校第３学年修了前まで、看護が必要な子ども１人につき1年に5日
まで、子どもが2人以上の場合は年10日まで、年次有給休暇とは別に、
1日単位又は時間単位で看護等休暇を取得することができます。書面の
提出に限定されず当日口頭での申出も可能です。

子どもが熱を出したので当日申請で会社を休めますか

看護等休暇

子どもが小学校入学前まで、
午後10時から午前5時までの
労働を制限することができる
制度で、1か月以上6か月以内
の期間で何度でも会社に申し
出ることが可能です。1か月前
までに書面で申し出ます。

夜勤を免除してほしい

深夜業の制限

子どもが小学校入学前まで、1か
月24時間、1年150時間を超える
時間外労働を制限することができ
る制度で、1か月以上1年以内の
期間で何度でも会社に申し出るこ
とが可能です。1か月前までに書
面で申し出ます。

長時間の残業はできない…

時間外労働の制限

子どもが小学校入学前まで、
残業を免除することができ
る制度で、1か月以上1年以
内の期間で何度でも会社に
申し出ることが可能です。
1か月前までに書面で申し出
ます。

残業を免除してほしい

所定外労働の制限

ご存じですか？「仕事と出産・育児の両立のための制度」

育児休業

子どもが１歳の誕生日の前日までの希望する期間、男女とも
休業できる制度で1か月前までに書面で会社に申し出ることで
1歳の間で2回休業を取得できます。
保育所等に入所できない等の場合は、1歳6か月、2歳までの
間で各々1回取得することができます（1歳以降の休業の場合、
2週間前までに書面の申出が必要です）。
要件を満たせば、雇用保険から育児休業開始後6か月間は休業
開始時賃金月額の67％（両親ともに育児休業を取得した場合
に13％加算）、6か月経過後は50％の給付金が支給され、社
会保険料が労使とも免除されます。
（詳しくは雇用保険の給付金はハローワーク、社会保険料免
除は年金事務所へ）

育児のために休業がしたいのですが

育児短時間勤務

会社は、子どもが3歳まで、
１日６時間勤務を可能とす
る短時間勤務制度を講じる
ことが義務づけられていま
す。申出手続きは勤務先の
定めによります。

保育園の送迎のため
短時間で勤務したい

柔軟な働き方を実現するための措置

会社は、子どもが３歳から小学校入学前までの
間、次①から⑤の中から２つ以上の措置を選択
して講じることが義務づけられています。労働
者は２つの中から１つを選択して利用できます。
申出手続きは勤務先の定めによります。

働き方の選択肢がほしい

働きながら妊娠・出産、育児を行う労働者の方は、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法に基づき、以下の制度
を利用することができます。育児・介護休業法の育児関係制度の場合は、勤続1年未満の方など利用できない場合もあります。
※男女雇用機会均等法（橙色）、労働基準法（赤色）、育児・介護休業法（青色）で各制度を紹介しています

お問合せ先
福井労働局雇用環境・均等室 電話0776-22-3947

母性健康管理の措置（通院時間の確保）

妊産婦（妊娠中、出産後1年以内の女性）は、妊娠中や出産後の
健診通院のために必要な時間を会社に申請することができます。
妊娠23週まで…4週間に1回
妊娠24週から35週まで…2週間に1回
妊娠36週から出産まで…1週間に1回
産後…医師が指示した回数

妊婦健診で会社を休みたいのですが

母性健康管理の措置（指導事項への対応）

妊娠中や出産後の体調不良について医師等から指導を受けた場合
は、その旨を会社に申し出て必要な措置（通勤緩和、休憩時間の
延長、勤務時間の短縮や作業の制限、休業）を講じてもらうこと
ができます。その際は「母性健康管理指導事項連絡カード」を活
用しましょう（流産・死産は妊娠週数に関わらず母性健康管理措
置の対象となります）。

切迫流産で医師から会社を休むよう言われました

福井労働局からの
ご案内

労働者が本人または配偶者の妊娠・
出産を申し出た場合、会社は育児休
業制度、休業申出先、雇用保険の休
業給付金、社会保険料の取扱いを個
別に周知し、休業取得意向を確認し
なければなりません（さらに子ども
が３歳になるまでの間、各種制度利
用期間等の個別意向聴取、意向につ
いての配慮も必要です）。

妊娠報告後、育児休業はど
うすればとれるの

個別周知、意向確認、意向聴取等
母性保護・育児時間

特に医師等から指導がなくても、妊産婦
は請求することにより、普段より負担の
軽い業務への転換や、時間外労働、深夜
業などの免除を受けることができます。
また、1歳までの子どもを育てる女性は、
1日2回各々少なくとも30分間の育児時
間を請求できます。

妊娠中に残業続きで疲れています
育児で早退したいのですが 産前産後休業

出産予定日を含む６週間前（双子の場合14週間前）
から、産前休業を請求できます。
出産日の翌日から8週間は産後休業（就業禁止期間）
です（妊娠4か月以上での流産・死産は産後休業の対
象となります）。
産前産後休業の期間中、要件を満たせば健康保険から
賃金の３分の２相当額の出産手当金が支給され、社会
保険料が労使とも免除されます。
（詳しくは出産手当金は協会けんぽ、社会保険料免除
は年金事務所へ）

産休はどれだけとれますか

短い期間で休業したい

出生時育児休業
（産後パパ育休）

子どもの出生後8週間以内に
4週間まで2回に分割して休
業することができる制度です。

両親一緒に休めますか

パパ･ママ育休プラス

父母ともに育児休業を取得する場
合は、子どもが1歳2か月に達する
までの間に父母それぞれ1年間ま
で休業を取得できます。

妊娠中の女性に適用さ
れる制度等は「働く女
性の心とからだの応援
サイト」をご参考くだ
さい（以下QRコー
ド）

よくある質問→

①始業時刻等の変更
②テレワーク（月10日以上）
③保育施設の設置運営
④養育両立支援休暇（年10日以上）
⑤短時間勤務（1日6時間勤務可能）

会社は、3歳未満の子どもの育
児を行う労働者に、柔軟な措置
内容、申出先、所定外労働・時
間外労働・深夜業の制限を個別
に周知し、措置の利用意向を確
認しなければなりません。

個別周知、意向確認



男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置、労働基準法に基づく母性保護、産前産業休業は就業形態を問わず対象に

含まれます。就業規則等に記載されていなくても利用できますので、会社に申し出てください。
育児休業は、労働者が事業主に申し出ることによって取得できる制度であり、たとえ、就業規則等に定められていなくて

も要件を満たした労働者が事業主に申し出ることにより、取得することができます（配偶者が専業主婦（夫）であっても利
用できます。事業主は事業の繁忙やその他の経営上の理由等により労働者の休業を妨げることはできません）。
「要件を満たした労働者」とは、育児・介護休業法における育児休業制度の対象者となる労働者であって（有期契約労働

者の要件を満たす、労使協定による除外者に該当しない）、法律で決められた時期までに決められた方法で申出を行ってい
る労働者のことです。具体的には、
１ 雇用契約の期間の定めがある方の場合、申出時点において次に該当すれば育児休業を取得できます。

子どもが1歳6か月（2歳までの育児休業の申出にあっては2歳）を経過する日までに
労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

２ また、雇用契約の期間に定めがある方も、無い方も、申出時点において、以下（１）から（３）
について制度の対象外とする労使協定があり、その労働者に該当する場合は、育児休業を取得する
ことができません
（1）その事業主に継続して雇用された期間が１年に満たない方
（2）育児休業申出の日から１年以内（1歳を超える育児休業の申出をする場合は6か月以内）に

雇用関係が終了することが明らかな方
（3）１週間の所定労働日数が２日以下の方

（これは、育児・介護休業法に定められている、対象者が最も狭い範囲の場合です。会社によっては、
対象者の範囲を広くしている場合もありますので、就業規則を確認してみましょう）。

母性健康管理に関する措置は、女性労働者からの申出により利用できるようになっています。主治医等の指導を受けた場
合、その指導事項を事業主に的確に伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」があります（ほとんどの母子健康手
帳に様式が記載されているのでそれをコピーして使用することができます）。しかしカードの提出がない場合でも、女性労
働者本人の申し出等から主治医等の指導内容等が明確であれば、事業主は必要な措置を講ずる必要があります。

母性健康管理措置、母性保護、産前産後休業、育児休業はパートタイム労働者も利用できますか？Q１

労働者が労務を提供しない期間、時間分について事業主に給与を支払う義務はなく、原則として無給です（手続きを行

うことにより要件を満たせば、休業者本人に対して、産前産後休業の場合は社会保険の出産手当金、育児休業の場合は雇
用保険の育児休業給付金の支給があり、労使ともに社会保険料が免除されます。また給与が無給であれば雇用保険料の負
担もありません）。会社によっては給与が支給される場合もありますので、就業規則を確認しましょう。
※福井労働局では、仕事と育児が両立できる職場環境整備に取り組み育児休業取得者が生じた企業を支援する両立支援等
助成金を支給しています。

妊娠・出産、母性健康管理措置、母性保護、産前産後休業、育児休業、看護等休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制
限、深夜業の制限、短時間勤務制度、柔軟な働き方を実現するための措置の利用を申し出たり、実際に利用したことを理由
として、正社員から非正規社員に変わるよう強要したり、退職を強要することは「不利益取扱い」として男女雇用機会均等
法や育児・介護休業法で禁止されています。会社とのやり取りがうまくいかない場合や制度について詳しく知りたい場合は、
労働局雇用環境・均等室へご相談ください（※厚生労働省運営サイト「働く女性の心とからだの応援サイト」（表面QR
コード）では、妊娠中の女性労働者に特に配慮が必要な業務と、それに対する代替業務も紹介しています）。

 妊娠中の体調不良で休憩を増やしてもらいたいのですが上限回数はありますか？Q４

 妊娠報告後、会社から「正社員は負担が大きい作業が多いのでパートになって」と言われていますQ6

母性健康管理措置、育児休業、看護等休暇で休んだ期間、短時間勤務の短縮時間分は無給ですか？Q２

妊娠中の体調不良で医師から会社を休むよう指導されたけど会社へどう伝えれば良いですか？Q３

令和７年10月作成

●受付時間 ８時３０分～１７時１５分(土日･祝日･年末年始除く)※来局の場合はできるだけご予約ください。
●電話番号 ０７７６－２２－３９４７ ●場所     福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎9階

母性健康管理、育児休業制度等のご相談は 福井労働局雇用環境・均等室へ

A１

A２

A３

A６

妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々の女性労働者によって異なるため、法律では休憩回数
を定めておりません。状況に応じて、母性健康管理に携わっている関係者（人事管理部門、上司、健康管理部門、産業保健
スタッフ等）と相談し、休憩時間の延長、休憩回数を増やす、休憩時間帯の変更等、適切な措置を講じてもらいましょう。

A４

【申出方法】 例えば、1歳までの育児休業の申出は、原則として育児休業を取得しようとする日の１か月前までに、
申出に係る子の氏名、生年月日、申出者との続柄、休業開始予定日、休業終了予定日を明らかにして書面で
会社に申し出ます（会社に指定の様式がある場合はその様式で申し出ることになりますので確認しましょう）

本資料は福井労働局ホームページ様式集（様式集＞育児・介護休業法関係）に掲載しています（上記QRコード）

 育児短時間勤務を利用する場合の始業時刻・終業時刻は利用者で決めることができますか？Q5

事業主は３歳未満の子どもを育てる従業員（日々雇用者、1日6時間以下、労使協定で除外された勤続1年未満者等を除
く）が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度（原則として１日６時間）を設けなければなりません。
 所定労働時間短縮後の始業・終業時刻、申出手続き等の制度内容は会社の定めによりますので就業規則等を確認しましょう
（会社で定められた短時間勤務制度とは異なる内容の勤務を希望する場合は、労使での話し合いとなります）。

A５
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